
教児安第４６３号␣ 

令和４年９月１４日␣ 

 

 各県立学校長 様 

 

教育振興部児童生徒安全課長␣ 

 

 

学校生活におけるバス利用に当たっての児童生徒の安全管理の徹底に 

ついて（周知） 

 

 このことについて、令和４年９月９日付け事務連絡により、文部科学省総合教育政

策局男女共同参画共生社会学習・安全課から別添写しのとおり通知がありました。 

 この度、静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされた 

子供が亡くなるという大変痛ましい事案が発生しました。 

 学校生活においては、通学のためのスクールバスをはじめ、修学旅行や校外学習の

際に乗車する民間業者のバスなど、児童生徒がバスを利用する様々な機会があります

が、いずれの場合においても児童生徒の安全を確保することが必要です。 

 ついては、今回の事案の重大性に鑑み、貴校において児童生徒がバスを利用する 

機会を振り返り、場面の切り替わりにおける児童生徒の人数確認の在り方などに 

ついて自主的な点検を行い、改めて安全管理を徹底するようお願いします。 

 

   

 

 

  

担 当 
教育振興部 児童生徒安全課 
安全班 指導主事 井桁 剛志 
電 話 ０４３（２２３）４０９１ 
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教育振興部児童生徒安全課長␣ 

 

 

学校生活におけるバス利用に当たっての児童生徒の安全管理の徹底に 

ついて（周知） 

 

 このことについて、令和４年９月９日付け事務連絡により、文部科学省総合教育政

策局男女共同参画共生社会学習・安全課から別添写しのとおり通知がありました。 

 この度、静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされた 

子供が亡くなるという大変痛ましい事案が発生しました。 

 学校生活においては、通学のためのスクールバスをはじめ、修学旅行や校外学習の

際に乗車する民間業者のバスなど、児童生徒がバスを利用する様々な機会があります

が、いずれの場合においても児童生徒の安全を確保することが必要です。 

 ついては、貴域内市町村教育委員会に対し周知するとともに、今回の事案の重大性

に鑑み、各学校において児童生徒がバスを利用する機会を振り返り、場面の切り替わ

りにおける児童生徒の人数確認の在り方などについて自主的な点検を行い、改めて 

安全管理を徹底するよう御指導願います。 

 

   

 

 

 

担 当 
教育振興部 児童生徒安全課 
安全班 指導主事 井桁 剛志 
電 話 ０４３（２２３）４０９１ 




